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令和７年度千葉県副業・兼業人材活用促進事業補助金 申請の手引き 

千葉県商工労働部雇用労働課 

 

■申請受付期間 

 令和７年７月１日 から 令和８年１月３０日 まで 

  ※ただし、受付期間内であっても予算額に達した時点で受付終了となります。 

■問合せ先 

 ① 補助金全般に関すること 

   千葉県商工労働部雇用労働課 企画調整班 

電 話：０４３－２２３－２７６７ メール：koyou1@mz.pref. chiba.lg.jp 

ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/projinzai/hojo-fukugyo.html 

 ② 事業計画書の作成に関すること 

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点（（公財）千葉県産業振興センター内） 

電 話：０４３－２９９－２９０３ メール：projinzai@ccjc-net.or.jp 

ＵＲＬ：https://www.chibapro.jp/ 

 

 

１ 補助対象となる副業・兼業人材（交付要綱第２条第３項） 

中小企業等の経営課題の解決に資する専門的知識・技術を有する人材で、業務委託

契約等に基づきその業務に従事する者が補助対象となります。 

 

２ 補助対象者（交付要綱第３条） 

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点（以下「拠点」という。）による支援を   

通じて初めて副業・兼業人材を採用する事業者で、次の要件をいずれも満たす者が、

補助対象となります。 

① 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する「中小企業等」であること。 

※ 「中小企業等」は、交付要綱第２条第１項に該当する事業者をいいます。 

※ 交付要綱第２条第２項に該当する「みなし大企業」は補助対象となりません。 

※ 法人格のない任意団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人は補助対象となりません。 

② 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。 

③ 事業を営むに当たって関連する法令、条例等を遵守していること。 

④ 宗教上の組織又は団体でないこと。 

⑤ 政治団体又は政治的な活動を目的とする団体でないこと。 
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３ 補助事業（交付要綱第４条） 
 
次の要件をいずれも満たした上で副業・兼業人材を採用した場合に、補助対象となります。 

① 拠点の支援を受け、かつ、拠点に登録された民間人材ビジネス事業者から紹介された 

副業・兼業人材を採用し、当該事業者に対して紹介手数料を支払うこと。 

② 副業・兼業人材に報酬、旅費を支払うこと。（旅費については発生した場合に限る。） 

③ 副業・兼業人材を採用する目的が、副業・兼業人材の専門的知識や技術を活用した経営

課題の解決であること。 

④ 副業・兼業人材と締結する業務委託契約等の契約日が補助事業を実施する会計年度の 

交付決定日（交付決定前着手の承認を受けている場合はその承認日）から令和８年１月 

３０日までの間であり、かつ、１か月以上５か月以内の就業期間があること。 

⑤ 副業・兼業人材が、補助事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等）の

３親等以内の親族でないこと。 

⑥ 補助対象経費全ての支払いが、令和８年２月２７日までに完了すること。 
     

４ 補助対象経費等（交付要綱第４条第３項） 
 
副業・兼業人材の活用に当たり支払う以下の費用(消費税額及び地方消費税額を除く。)

が補助対象経費となります。 
 
        ① 民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料 

補助対象経費 : ② 副業・兼業人材に支払う報酬 

③ 副業・兼業人材に支払う旅費（交通費及び宿泊費） 

補  助  率 ： 補助対象経費の１０分の８以内（千円未満切捨て） 

              ※予算が不足する場合は、補助対象経費の１０分の８を下回る場合があります。 

  補助上限額 ： ５０万円 
  

 ③「副業・兼業人材に支払う旅費（交通費及び宿泊費）」について 
  ＜交通費＞ 
   最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の金額が上限額となります。 
    ☞最も経済的…通常の経路が２つ以上ある場合は、そのうち一番安い運賃の経路 
    ☞通常の経路…いくつかの路線がある場合には、そのうち通常社会一般の者が利用する路線 

   ※経路計算ソフトによる運賃・経路の検索を参考に算出してください。 
  ⑴鉄道・バス 

    特別急行料金（新幹線含む）は、片道 50キロメートル以上の区間で利用する場合、補助対象です。 
    座席指定料金は、片道 100 キロメートル以上の区間で利用する場合、補助対象です。なお、列車

の客車全席が座席指定の場合は、利用区間の距離に関係なく支給します。 
     ※特別車両（グリーン車）料金は補助対象外 

⑵航空機 
以下の場合に限り補助対象となります。 
ア 次に掲げる地域からの移動 

北海道、四国、九州、沖縄県、青森県、秋田県、石川県、鳥取県、島根県、山口県、 
東京都大島町、三宅村及び八丈町 

    イ 航空機利用による方が安価である場合 
     ※特別座席料金（ファーストクラスなど）は補助対象外 

 ⑶車 
タクシーの運賃は、次に掲げる場合に限り補助対象となります。 
ア バス等の他の交通機関がない場合 
イ バス等の他の交通機関があっても、運行本数等が極めて少ない場合 

   ※社用車、自家用車等での移動に要した経費（有料道路利用料、駐車場代含む）は補助対象外 
＜宿泊費＞ 

   上限額は 1泊あたり 13,100円です。 
   ☞宿泊費に朝食・夕食などが含まれている場合は、当該金額を除いた金額を計上してください。 
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５ 補助を受けることができる回数（交付要綱第４条第５項） 

補助を受けることができる回数は、一事業者につき１回です。 

  ※同時に複数人の副業・兼業人材と契約する場合、その中の一人のみが補助対象となります。 

 

６ 申請書類の提出について 

  以下のいずれかの方法により、各申請書類の電子ファイルを提出してください。 

（書類の押印は不要） 

（１）「ちば電子申請サービス」による提出 

【ちば電子申請サービス 当補助金申請ＵＲＬ】 

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=46636 

 

（２）電子メールによる提出 

【提出先】 koyou1@mz.pref.chiba.lg.jp  

 

※ メール本文と添付ファイルの合計が 7.2MBを超える場合は、複数のメールに分けて提出をお願いします。 

※ 交付要綱の別記様式及び別紙以外の書類は、スキャンした電子データにより提出をお願いします。 

※ 以上の方法による提出が難しい場合は、郵送・持参による紙媒体の提出でも差し支えありません。 

【各申請様式のダウンロードＵＲＬ】 

   以下のホームページから各書類様式のダウンロードができます。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/projinzai/hojo-fukugyo.html 
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７ 補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県プロフェッショナル人材戦略拠点への相談 

民間人材ビジネス事業者への申込 
副業・兼業人材の募集・選定 

交付申請書の提出 
（交付決定前着手申請書の提出） 

交付申請書の作成・準備 
事業計画書の作成に当たっては、千葉県プロフェッショナル人材戦略

拠点の確認を受けてください。 

交付申請書は、副業・兼業人材の採用に係る契約日より前に提出してください。 

採用に係る契約日が「交付決定日（交付決定前着手の承認を受けて  

いる場合はその承認日）から令和８年１月３０日までの間」である  

副業・兼業人材が補助対象です。 

（補助事業の開始） 
副業・兼業人材と採用に係る契約締結

就業開始 

[県]（交付決定前着手の承認） 
交付決定 原則としてメールにより通知します。 

就業開始から１か月経過、 
かつ、補助対象経費の支払い完了 

（補助事業の完了） 

事業計画書に変更が生じた場合は、変更承認申請書（第２号様式）、 

補助事業を中止(廃止)する場合は、中止(廃止)承認申請書（第３号様式） 

を提出してください。 

※以下の場合、変更承認申請書の提出は不要です。 

・補助対象経費の減額が 20％以内である変更 
・補助事業の趣旨に反しない事業計画の細部の変更 

実績報告書の提出 
補助事業の完了から１か月以内 又は 令和８年２月２７日の 

いずれか早い日までに提出してください。 

［県］補助金の額の確定 

 

原則としてメールにより通知します。 

交付請求書の提出 
補助金の額の確定通知を受領後、速やかに提出してください。 

［県］補助金の交付（口座振込） 
振込通知の送付はありません。 

補助金交付後に、補助対象経費の返還があった場合は、速やかに   

補助対象経費返還報告書（第６号様式）を提出してください。交付決

定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還命令を行います。 

【提出書類】 
交付申請書(第１号様式)、事業計画書(別紙１)、 
民間人材ビジネス事業者への申込内容が確認できる書類、誓約書(別紙２)、 

役員等名簿(別紙３)、その他参考となる資料(補助対象経費の積算資料 等) 
※交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合は交付決定前着手申請書   
（別記第 1号の 2様式）を併せて提出してください。 

【提出書類】 

実績報告書（第４号様式）、事業実績書（別紙４）、 
紹介手数料の額が確認できる書類の写し、紹介手数料請求書の写し、 
副業・兼業人材との契約内容が確認できる書類の写し、報酬請求書の写し、 

補助対象経費の支払いの完了が確認できる書類の写し、その他参考となる資料 

【提出書類】 

交付請求書（第５号様式）、預金通帳の表紙裏面（カナ名義記載）の写し 
（通帳発行がない場合は、口座情報が確認できるものの写し） 

証拠書類の保管 

（令和 1２年度末まで） 

補助事業に係る収支の事実、補助の対象となる副業・兼業人材の採用、 

就業状況等を明らかにする証拠書類を適切に整備し、令和７年度末から 

５年間保管してください。（令和 12年度末まで） 

なお、知事が必要があると認めたときは、補助事業を行う者に対して 

報告を求め、又は証拠書類の調査を行う場合があります。 

交付決定前に人材紹介会社との契約を締結しても差し支えありません。 

ただし、交付決定日(交付決定前着手の承認を受ける場合はその承認日)

より前に副業・兼業人材と採用に係る契約を締結すると補助対象外と 

なります。 


